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平成３０年度第１回津市いじめ問題対策連絡協議会 議事概要 

 

平成３０年度第１回津市いじめ問題対策連絡協議会 

 

１ 教育長挨拶 

（倉田教育長） 

 失礼いたします。改めまして、津市の教育委員会で教育長をしております倉田と申しま

す。本日は、本当にいろいろと公私お忙しい中、集まっていただきましてありがとうござ

います。 

 さて、いじめ問題対策連絡協議会ということでございますが、この連絡協議会につきま

しては、いじめに関係します様々な機関・団体様の代表の方にお集まりいただいて、それ

ぞれの団体間とのいろいろな情報共有を図ったり連携を深めたりするという趣旨で設置さ

れているものでございます。 

 さて、いじめ問題につきましては、昨今も盛んに新聞等で報道されているというところ

でございます。主に新聞等で報道されておりますのは、やはり、いじめによって非常に重

大な結果になったときに調査が行われますが、その際の、いわゆる第三者機関のあり方で

ありますとか、その調査結果とか、またはその被害に遭われた保護者の方との関係とか、

というようなことが中心に新聞等では報道されているところであると思います。 

 こういった、非常に、よくニュースになるような事案とは別に、学校では日々、多くの

子どもたちが接する中では、様々なことが当然学校では起きているわけで、いじめの法に

定められた定義は、御承知のことかと思いますが、「いじめを受けたその児童生徒が心身の

苦痛を感じているものは、それはいじめである」というのが今の法の定義です。そうなり

ますと、本当に、一般の市民や県民や、皆さんが考えてみえるいじめについての理解と少

しはというか、場合によってはかなり実は違うというのは、法で定められたいじめの定義

は非常に幅が広い。もう、例えば悪口を言われた子どもがそれで心に傷を受ければ、それ

は、言った方は本当に一言、軽い気持ちであるかわかりませんが、受けた本人がつらいと

思えばそれはいじめと認定をしなさい、というようなことが法の定めであります。 

 そんな中で、いじめの件数については、例えば、一般的には、いじめの件数が多いとい

うことは、それだけその学校に課題があるとか、非常に問題が多いというふうに、一般的

にはそのように取られるかと思うのですが、文科省の最近は、むしろいじめの件数が多い

というのは、その学校がきちんと普段からいじめを把握している、積極的にいじめを認知

しようということで、肯定的にいじめの件数というのは捉えられているところがございま

す。とはいえ、そのいじめがきちんと挙がってきて、その件数があると把握していればそ

れでいいというものでもなくて、その後の対応とかが非常に問われているところでござい

ます。 

 いずれにしても、いじめであるかないかに関わらず、とにかく、子どもたちが安全安心



な学校生活を送っていくために、結局は「学校またはその関係機関の方々のお力を借りな

がらどのように対策を行っていくか」ということが本来的に非常に大事なことでございま

して、基本的には、子どもたちが安全安心な気持ちで学校生活を送れる。これはもう大前

提です。それで、もし事案があった場合は、「早期にどのように組織的に対応していくか」

ということが大事なことであると捉えております。 

 そういうことで、今日は津市のいじめの現状ということにつきましても御報告をさせて

いただきたいと思いますので、忌憚のない御意見をいただきまして、今後の津市のいじめ

の防止対策にしっかりと取り組んでまいりたいと考えておりますので、本日はどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

２ 配布資料等の確認 

  事務局より配布資料の確認 

 

３ 委員紹介及び事務局体制について 

 

（事務局） 

 それでは、続きまして、委員紹介及び事務局体制についてですが、資料１に書かれてお

ります委員名簿を御覧ください。恐れ入りますが、この名簿の順番で自己紹介をお願いい

たします。 

 藤枝先生の方からよろしくお願いいたします。 

 

（藤枝委員） 

よろしくお願いします。この資料の一番上に載っております三重短期大学法経科の藤枝

です。よろしくお願いします。 

 

（永瀬委員） 

津市の私立の保育園協議会から参りました。副会長を仰せつかっております。ぼだいじ

こども園の園長の永瀬と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（奥山委員） 

失礼します。津市公立保育園・こども園園長会より参りました会長の奥山明子です。雲

出保育園の園長をしております。よろしくお願いします。 

 

（土性委員） 

津市小中学校長会の会長をしております南が丘中学校の土性孝充と申します。よろしく

お願いいたします。 



 

（眞岡委員） 

高田中・高等学校の生徒指導部長をしております眞岡康光といいます。よろしくお願い

します。 

 

（古市委員） 

失礼します。セントヨゼフ女子学園の生徒指導部長をしております古市藤照と申します。

よろしくお願いいたします。 

 

（東委員） 

失礼します。三重大学教育学部附属中学校、副校長の東です。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

（松本委員） 

人権擁護委員を務めております松本嘉久でございます。津人権擁護委員協議会津地区委

員会に属しております。よろしくお願いいたします。 

 

（臼井委員） 

津南警察署の生活安全課長をしております臼井と申します。よろしくお願いいたします。 

 

（前野委員） 

津地方法務局、人権擁護課長の前野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（石川委員） 

津市ＰＴＡ連合会の会長をさせていただいております石川禎紀といいます。よろしくお

願いいたします。 

 

（廣岡委員） 

津市スクールカウンセラーをしております廣岡雅子と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（田中委員） 

津市教育委員会事務局、学校教育・人権教育担当理事の田中でございます。よろしくお

願いいたします。 

 

（事務局） 



 ありがとうございました。 

なお、津市立幼稚園長会会長の山本眞知子様、中勢児童相談所家庭児童支援一課長の藪

岸加寿子様、津市人権・同和教育研究協議会会長の青木弘志様につきましては、事前に欠

席の連絡をいただいております。 

また、津市私立幼稚園・認定こども園協会会長の宮下様、三重県警察津警察署生活安全

課長の南川様につきましては、遅刻の連絡が入っておりますので、この後お越しになられ

る予定になっております。 

 当協議会は１８名の委員様で構成していただいております。本日はこの後来ていただく

方も入れまして１５名の委員様に出席していただいておりますので、津市いじめ問題対策

連絡協議会条例第６条第２項に定める本会議の開会に必要な委員数に達していることを御

報告いたします。 

 続きましては、事務局担当者の自己紹介をさせていただきます。 

 

（倉田教育長） 

改めまして。教育長の倉田でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（小島青少年担当副参事（兼）青少年センター所長） 

失礼します。津市教育委員会事務局 生涯学習課 青少年担当副参事（兼）青少年セン

ター所長の小島です。よろしくお願いいたします。 

 

（外岡人権教育課課長） 

失礼します。津市教育委員会 人権教育課課長をしております外岡です。よろしくお願

いいたします。 

 

（伊藤教育研究支援課長） 

失礼いたします。教育研究支援課長の伊藤でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

（敷地生徒指導・保健担当主幹） 

失礼します。教育研究支援課 生徒指導・保健担当主幹の敷地でございます。よろしく

お願いします。 

 

（河合生徒指導・保健担当副主幹） 

失礼します。教育研究支援課 生徒指導・保健担当副主幹の河合でございます。よろし

くお願いします。 

 



（上田生徒指導・保健担当副主幹） 

失礼いたします。教育研究支援課 生徒指導・保健担当副主幹の上田といいます。よろ

しくお願いいたします。 

 

４ 会長及び副会長の選出 

 

（事務局） 

 次に、事項書 ４ 会長及び副会長の選出をお願いします。 

 資料２の津市いじめ問題対策連絡協議会条例第５条により、本協議会に会長及び副会長

を委員の互選により定めることとなっておりますが、いかがいたしましょうか。 

 

（土性委員） 

 事務局に一任したいと思います。 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。 

 それでは、本協議会の会長を三重短期大学法経科教授の藤枝律子様にお願いしたいと思

いますが、委員の皆様、いかがございましょうか。拍手をもって御承認をお願いいたしま

す。 

 

（一同拍手） 

 

（事務局） 

 御承認いただきありがとうございます。 

 続きまして、本協議会の副会長を津市スクールカウンセラー代表、廣岡雅子様にお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。拍手をもって御承認をお願いいたします。 

 

（一同拍手） 

 

（事務局） 

 御承認いただきありがとうございます。 

 津市いじめ問題対策連絡協議会条例第６条第１項に「会長は議長となる」とありますの

で、これから先の議事につきましては、藤枝会長・廣岡副会長に進行をお願いいたします。

会長・副会長席へ御移動ください。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

 



（藤枝会長） 

 それでは、会長に選出されました藤枝です。よろしくお願いいたします。 

 いじめ問題はやはり大人たちの横の連携が大事だと思いますので、皆さん、ここで情報

共有をし、忌憚のない意見をいただきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたしま

す。 

 

（廣岡副会長） 

 副会長の廣岡と申します。至らないかと思いますが御指導をよろしくお願いいたします。 

 

５ 協議事項 

（１）津市立小中学校におけるいじめの状況及び今後のいじめ防止に係る方向性について 

（藤枝会長） 

 それでは、続きまして、５ 協議事項の（１）津市立小中学校におけるいじめの状況及

び今後のいじめ防止に係る方向性について、事務局から提案してください。 

 

（伊藤教育研究支援課長） 

 それでは失礼いたします。教育研究支援課長の伊藤でございます。 

 私の方から、津市立小中学校におけるいじめの状況につきまして概要を御説明申し上げ

ます。 

 まず、お手元の資料５－１を恐れ入りますが御覧いただきますようお願いいたします。

ちょっと数字が小さくなっておりますけれども、よろしくお願いいたします。 

 これまでのいじめの認知件数を推移した表がこちらの方につけさせていただいておりま

す。そちらを見ていただきますと、平成２３年度までは小中学校合わせて二十数件といっ

た認知件数でございました。それが、平成２４年度には、国のいじめの緊急調査が一斉に

行われたことを受けまして、小中学校を合わせて２２９件のいじめが認知されております。 

 これにつきましては、皆様もご存知のとおり、平成２３年１０月に大津の中学校２年生

がいじめによる自殺をするという事件がございまして、それを受けて国が一斉の調査をし

たということで、それを受けまして件数が多くなっているという現状がございます。 

 それ以降は、小中学校合わせて、平成２５年度は１６３件、２６年度には１２４件、２

７年度は１６９件、２８年度は３１１件、そして、平成２９年度、これが最新の数字でご

ざいますけども、３０８件のいじめが報告されております。昨年度の２９年度につきまし

ては、その内訳としまして、小学校で１９０件、中学校で１１８件という報告になってお

ります。 

 平成２８年度に前年度に比べて２倍近くの認知件数になって急に増えておりますのは、

２７年度までは、国の調査を受けまして、９月に調査が行われるのですが、その一回の調

査をもって津市全体でのいじめアンケートを行っておりましたけれども、９月にその国の



一斉調査をしたときに、１学期の件数が挙がってくるということもありましたので、「やは

り、１学期にも全体の調査をして、早いうちに対応をしていくということを図っていった

方がいいのではないか」ということで、２８年度からは６月にも津市においては一斉のア

ンケート調査を実施しておりまして、「より積極的に認知をしよう」ということで数字とし

ても挙がっております。 

次に、平成２９年度に報告されましたいじめの年度末の状況につきまして御説明を申し

上げます。小学校は、報告のありました先ほどの１９０件のうち、約８１パーセントにあ

たる１５３件が、中学校は、１１８件のうち８１パーセントにあたる９６件が、平成２９

年度の年度内に解消済みとなっております。 

小学校・中学校の計５９件の年度内での未解消のいじめにつきましては、６９件が３０

年度に入りまして１学期中に解消の報告をいただいております。残り１３件につきまして

は、教育相談や保護者との連携、そして、いじめのアンケート調査に子どもたちが書いて

くる記述の確認、それから、道徳等の授業での取組、あと、日々の観察や教育相談、そう

いった状況をしっかりと見届けながら、それぞれの学校におきまして慎重に児童生徒の見

守りを続けていることから、９月現在も取組中として報告をいただいております。 

次の、学年別・男女別認知件数につきましては、小学校高学年から多く、中学校１年生

が５６件と最も多くなっております。また、小中学校とも男子の方が件数としては多くな

っているのが現状でございます。 

その下のいじめの対応別件数につきましては、複数回答可という結果となっております

ので重なっている部分はあるのですけれども、一番多くなっておりますのが、小中学校と

もに「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」というものが最も多

く、小学校では合わせて１１０件、割合で言いますと５２パーセント、中学校では合わせ

て７９件、割合でいきますと６１パーセントを占めております。これに「仲間外れ・集団

による無視をされる」というものを合わせますと、主に言葉によるいじめが、小学校では

６６パーセント、中学校では７６パーセントを占めているという現状がございます。 

また、「ぶつかられたり遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりする」、ひどくぶつけられ

たり叩かれたり蹴られたりするといったような暴力を伴うものが、小学校では合わせて２

３パーセントとなっております。中学校ではそういった事案を合わせますと１０パーセン

トとなっている現状がございます。 

また、報道等でもよく話題になっておりますＳＮＳのトラブルにつきましては、社会で

もよく取り上げられているところでございますけれども、「パソコンであったりとかスマー

トフォンなどで誹謗中傷や嫌なことを記述される、書き込みをされる」といったものが内

容としては多く挙がっておりまして、小学校では２件で全体の１パーセント、中学校では

９件で全体の７パーセントという現状でございます。 

具体的にどういった事例があったかといいますと、同じ学校のスポーツ少年団の仲間に

スマートフォンで加工した写真をグループ内で回されてしまって、笑われたり、嫌なこと



をそこに書かれたりというふうな事案。それから、ラインのグループで特定の生徒の悪口

をみんなで書き合って、その生徒をグループに入れないという風な仲間外しのようなこと

がライン上で起こっていたというなことがございます。また、仲良くなった生徒同士のＳ

ＮＳのやりとりが深夜までに及び、次第に他の人の悪口や相手を脅すような内容のメッセ

ージが増えていってしまったというようなことが生徒からの聴き取りでもわかっておりま

す。 

このように、パソコンやスマートフォンなどでのやりとりは、顔が見えない状態で行わ

れるために比較的、子どもたちにとって気軽に悪口などを書き込んでしまうといったよう

なネット社会特有の事例が見られるという現状がございます。 

これらネットに関わるトラブルに関しましては、平成２７年度に、津市におきまして、

中学生が代表２名ずつ集まり「子どもたちが自らこういったいじめの問題であるとかスマ

ートフォンの利用についてみんなで話し合おう」という、そういったリーダー研修会が行

われています。そういった研修会の中で平成２７年度に「ケータイ安全利用宣言」という

ものを策定しまして、学校だけでなく保護者や地域の方にも、周知をして取組を進めてい

るところです。本年度も８月にこのリーダー研修会が開催されたわけですけれども、中学

生のリーダーが各学校から集まりましていじめについて話し合った際にもこの利用宣言に

も触れながら話し合いをしたところでございます。 

また、各学校におきましても、「ノーメディアデー」の取組や、ネットに関する生徒・保

護者向けの研修会や講演会、講師の方を招へいしたものが行われているということもござ

います。 

教育委員会といたしましても、ネットトラブルに関しましては、犯罪に巻き込まれると

いった危険性もございますので、啓発や注意喚起を今後も継続していきたいと考えており

ます。 

今後また、１２月にも津市中学校リーダー研修会というのが、２回目がございますけれ

ども、こういった子どもたちが主体的に活動するような場におきましても、今後もこうい

ったテーマを設定して取り組んでいきたいと考えております。 

次に、資料の５－２を御覧いただきますようお願いいたします。 

先ほどもお話をさせていただきましたとおり、平成２８年度から津市のいじめアンケー

ト調査用紙を作成いたしまして、それを活用したいじめの一斉調査を６月にも実施をして

おります。今年度も９月末時点で、小学校からは１４８件、中学校から６３件、計２１１

件が９月末ということで件数として挙がってきております。その下にあります認知の解消

の件数でございますけれども、認知したいじめの状況で、「解消の数が少し少なくなってい

る」というところにお気づきいただけるかという風に思います。 

これにつきましては、平成２９年３月に文部科学省が「いじめの防止等のための基本的

な方針」というのを改訂いたしまして、そこに今までうたわれていなかった「解消の捉え」

というのを新しくつけ加えたというところが大きな原因でございます。 



具体的に説明をさせていただきますと、被害者に対する行為が止んでいる状態から、大

体３か月くらいの期間、そのいじめが確実に止んでいると、「止まっている」というような

状況をきちんと確認をして「解消」という風な、そういった期間が設けられたところで、

今までですと、この３か月を待たなくても、内容によっては、子どもたちが「いじめがな

くなった」ということを、本人であるとか保護者、それから、学校の教師の目で見届けた

うえで、解消ということで、例えば、「１か月や２か月の間に解消」というものが中にはあ

ったのですけれども、「どんな内容のいじめであっても３か月間はしっかりと見届けたうえ

での解消」というふうなことがうたわれましたので、この「解消に向けての取組中」とい

う件数が多くなっているのはそういうことでございます。 

それから、改訂によりまして、学校は、３か月間何も起こっていない状況を確認したう

えで、被害者本人、それから保護者に、そういった不安感がないかどうかということを慎

重に確認をし、「解消」ということを教育委員会に挙げてくるという状況になっております。 

このことにつきましては、安易に解消と判断することなく、注意深く児童生徒を観察し

見守ることが義務付けられたということで受けとめております。 

続いて、平成３０年度の９月末までに報告されましたいじめの対応につきましては、小

中学校とも合わせて、先ほど２９年度の結果の中でも説明をさせていただきましたけれど

も、やはり、冷やかしやからかい、悪口、または仲間外れ・無視というような、主に言葉

によるいじめが合わせて６４パーセントを占めているという現状がございます。 

また、わざとぶつけられたり叩かれたり蹴られたりといった暴力を伴うもの、また、嫌

なことや恥ずかしいこと、危険なことをさせられたりするというものも、合わせて２５パ

ーセントという数字になっている現状がございます。 

あと、こちらの方の資料の中には数字としては挙げていないのですけれども、今年度に

入りまして、一学期、夏休み前ですけれども、体型のことで悪口を言われまして、そのこ

とが、心に傷がついたということで、学校に行きにくくなったという事案がございます。

その件で「３０日を超える欠席になった」という事案が、本年度になって１件、小学校で

ございました。それを併せて、ちょっと数字にはないですけれども御報告をさせていただ

きます。 

今後のいじめの防止等のための取組につきましては、「三重県いじめ防止基本方針」が、

国の「いじめの防止等のための基本的な方針」の改訂、及び「三重県いじめ防止条例」。今

日の資料にもつけさせていただきましたけれども、平成３０年４月１日から施行になって

おりまして、そういったものを受け、改訂されるのに伴い、津市におきましても、「津市い

じめ防止基本方針」の改訂、さらには、各学校が定める「学校いじめ防止基本方針」を改

訂していく方向性となっております。 

今回の改訂では、いじめ防止等のための取組、早期発見、いじめ事案への対処のあり方、

校内研修であるとか、また、学校の指導体制のあり方、また、「各学校は、学校いじめ防止

基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の項目に位置付ける」など、そういったこと



が国や県の基本方針にもうたわれてきているということもありますので、そういったこと

を踏まえながら「津市のいじめ防止基本方針」の方も見直していくということになってい

こうかと考えております。 

概要ですけれども、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（藤枝会長） 

ありがとうございました。 

それでは、今の提案・報告を受けまして、御意見・御質問はありますでしょうか。 

すみません。先ほどの解消の捉えですけれども、３か月置くということでしたけど、こ

れって、長期のお休みがありますよね。それはどういうふうにされているのでしょうか。 

 

（伊藤教育研究支援課長） 

 「長期の休みも含めて」ということになるのですけども、例えば夏休みでしたら、夏休

みの間も子どもたちは学校ではなくても関わりがあるということも考えられますし、それ

から、あと、一応これは目安ですので、目安として３か月ですので、夏休みの期間は、交

わりがなかったりとか、それから、学校としても「家庭訪問をしていてもなかなかそこの

実態が捉えられなかった」という場合には、「それを３か月というふうには数えずに９月に

入っても」というふうなことでの捉えということで、目安３か月というふうになっており

ますのはそういうことで、「必ずしも３か月きっちりということではない」ということはそ

ういうことでございます。 

 

（藤枝会長） 

わかりました。ありがとうございます。 

ほかに何か御意見・御質問はございませんか。 

 

（藤枝会長） 

よろしいでしょうか。また何か出てきましたら、後からでも構いませんので御質問・御

意見をお願いいたします。 

 

（伊藤教育研究支援課長） 

すみません。一点よろしいでしょうか。 

 

（藤枝会長） 

 はい。 

 

（伊藤教育研究支援課長） 



ちょっと私、今、説明の中に一点訂正をさせていただきたいのですけれども、資料の５

－１ですけれども、小中学校の年度内の、２９年度内の未解消のいじめについて「６９件」

というふうに言わせていただいたと思うんですけども、「４６件」の間違いですので訂正を

させていただきます。年内に解消できなかったのが４６件ということで、すみません。６

９件と言わせていただいたものが４６件ということで、訂正をさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。すみません。 

 

（藤枝会長） 

ほかに何かございませんか。よろしいですか。 

 

（２）各関係機関・関係団体等の情報交流・その他 

（藤枝会長） 

それでは、続きまして、協議事項（２）の方に行きたいと思います。 

協議事項（２）ですが、各関係機関、関係団体等の情報交流・その他ということになり

ます。それぞれの委員の方が所属する機関、団体等から情報を出していただき情報共有を

したいと思います。 

今日は様々な関係機関やその他の関係団体の方々も委員としてお集まりいただいていま

すので、最初に、学校・園において日々子どもに関わっておられる委員の方で、いじめの

問題で困っていることや対応するうえでの課題等を出していただきたいと思います。 

それから、その次に、関係機関やその他の関係団体の方から、学校とはまた違った立場

からのアドバイスをいただければと思っております。 

では最初に、学校・園の立場から、いじめの問題で困っていることや対応するうえでの

課題等を報告いただきたいと思います。 

それでは、校長会から。 

 

（土性委員） 

 私の学校も含めてのことになるんですけど、今、いろいろな報道でありますように、「今、

子どもたちがいろいろなことで悩むときに、やはりＳＮＳが絡んできているというのが多

いな」というのはすごく思います。 

子どもたちは何とかいい人間関係を作ろうと思って、特に中学生などは必死になってい

い人間関係を作ろうとしているんですが、そのときに、顔と顔を合わせてコミュニケーシ

ョンを取るということももちろんありますけど、非常に近いところにいながらそういうＳ

ＮＳを介して情報交換をする中で、やはり、様々な誤解とか、そんなつもりで送った言葉

ではないんだけれども伝わらない。もし面と向かって話をしていたらそこで伝わっていた

ことが、曲がって伝わったままになっていてと、そういうものが積もっていってですね、

もう何ともできなくなって困って、今度は逆に、自分のことをわかってもらえる人を探し



出したりすると、それがまたグループ化になっていって、そこに入っていない子が阻害感

を受けたりとかですね、だから、「人間と人間が言葉で接触していたらこうはならないな」

というようなことが見られるという感じがあるのです。 

ただ、今の世の中を考えると、そういったものから子どもを引き離すわけにはいかない

と思うんですね。なので、「そういうものを介して伝わるというのは情報量がいかに少ない

か」とか「気持ちが伝わらないものか」とかということをやはり教えていくというような

機会が要るのかなと。 

自分の学校では、昨年だったんですけど、今年度はしていないんですが、昨年度、そう

いうＳＮＳの会社が、自分たちが開発したメディアで子どもたちの人間関係がいろいろ問

題があるということに対してやはり企業としても責任を感じてみえて、「正しい使い方のこ

とをぜひ中学校に対して伝授をしたい」というところがあって、うちの生徒指導部で考え

て、そういう企業さんを呼んで子どもたちが実際に使っているそのメディアをつくってい

る会社の人から話を聞く、というような機会を設けたんです。 

正直、「御自身の会社のことを宣伝されたりとか、そういうふうな方向へ行ってしまって

は困るな」という杞憂もあったので、どういう趣旨で話をしてもらうかということを事前

にいろいろ聞いたところ、その会社としても「自分たちのつくったものが社会でいかにう

まく機能するかということで、どうしても子どもたちに言っておかないと危ない面もある」

ということで、相当その会社の方々も訓練されていた印象だったんですけど、研修会を随

分組まれていて、何人かの方が全国をまわっていらっしゃるんですけど、平たい言い方に

なりますけど、「非常にいいお話を聞けたな」と自分は思っています。 

こうだ、ああだと上から目線で子どもたちに説いていくというよりも、いろいろなこと

を投げかけて、例えば、「いろいろなスタンプで自分の気持ちを伝えたりする」というのが

ありますが、そういうスタンプをパッと見せて、これで、何を今、自分がどんなメッセー

ジを送っていたかを一人一人の子に聞いてまわったりするわけです。そうすると、全然違

うイメージを持っているわけですよね。「だから、送り主の言葉はこういうものでは正確に

は伝わらないよ」ということをこんこんと、子どもたちに実感を持ってわからせていただ

いた。そういうふうなこともありました。 

なので、そういった外部の力を借りて、我々教員だけでは話ができないようなこともで

きたので、一つの例として報告をさせてもらいます。以上です。 

 

（藤枝会長） 

ありがとうございました。 

とりあえず、情報として順に出していただきたいと思います。附属中学校お願いします。 

（東委員） 

本校も、いろいろ子どもたちの調査をしていきますと、やはり、冷やかしとかからかい

とか、そういうものが心に引っかかるな、というのはボチボチと出てきています。 



今年度の調査では、「それが嫌だった」という子の数よりも「言った」という子の数の方

が多いというようなことで、これがきっと、「相手が嫌な思いをしているだろうな」という

ようなことを思いながらしゃべっている姿とか日常を過ごしている部分。こういうのも見

えてきましたし、「では何でそれを言ってしまうの・やってしまうの」というような辺りを

やはりしっかりとほどいていかないといけないのかなと。 

それからまた、その相手の方の嫌な気持ち。出てきている数そのものとしては、ふざけ

の延長みたいなところでやっていることも数としては挙がってきているんだけれども、ハ

ラハラドキドキしながらやはりふざけているような部分、それから、やはり本当に「嫌だ

な」と思っている部分。この辺りを丁寧に指導していけたらいいなということを思ってい

ます。 

それから、今お話いただきましたＳＮＳの部分については、本当になかなか、学校側か

らは見えにくいところがあって、「これで困ったよ」という話になってきて初めて見えてき

たということがあります。 

ＳＮＳの中には非常に匿名性の高いＳＮＳもございまして、今回見えてきたことでは、

何か、フォローするとかフォロワーの数とかいうことでいくと、もう、相手構わず許可し

ているというようなことで、「そんなにたくさんの人と結びついているの」というのは、話

を聞いてからびっくりするようなことがございまして、「これは、生徒も含め保護者も併せ

て、やはりもう少し危機感を持っていく部分を訴えていかないといけないかな」というこ

とを思っています。 

本校としては、以前は本当に、「かなり重大な事案のカウントをしながら」というような

ことだったんですけれども、それをやはり、「もっと日常の、どんな小さいことでも、嫌だ

と思ったことは、まずはしっかりと取り上げていこうね」というようなことで今年度は進

めておりますので、かなりこの調査としてはたくさんの数が今年度は挙がってきているか

なと思っております。 

 

（藤枝会長） 

ありがとうございました。 

それでは、高田の中・高さんの方から何かありましたら。 

 

（眞岡委員） 

 本校におきましては、つい最近、いじめアンケート、いじめ調査の方をいたしましたが、

まだちょっとそちらの方の結果、高校生を含めまして２，４００人おりますもので、なか

なか集計に時間がかかっておりまして、結果は出ておりません。 

やはり、今までの経験からいきますと、からかい、冷やかし、悪ふざけというようなこ

とは、そういうアンケートの中で出てまいるんですが、出てくるのは大体、その当事者同

士を見ていた生徒から出てきます。出てきたアンケートをもとにその言われている子に聴



き取り調査をすると、ほとんどの場合、「いや、別に何にも思っていないけど」みたいな反

応をすることが多く、要するに、周りから見ていると「いじめじゃないか」という認識な

んですけど、当人同士はそのレベルではない。もちろん、ベースにあるのは、その二人の

当事者同士にはある程度の信頼関係ができている場合も多々あるような気がいたします。

その辺りは、もちろん放置はできないんですけれども、その辺りを一つ一つ細かく見てい

きながら、本当に悪意のある冷やかしであるとか悪意のあるそういった言葉がけというも

のは減らしていくようには努力しなければいけないと思っています。 

それから、先生方がおっしゃられているＳＮＳの問題がありまして、ＳＮＳに関しまし

ては、水面下に潜られますとなかなか認識が難しいというかたちになります。特に、ＳＮ

Ｓでグループをつくってしまいますと、悪口を言われている当事者はまるで知らないとい

う、こういうことがあって、なかなか見えてこない。要するに、被害の当事者から訴えが

出てくるということが難しくなって、その辺のところをどのように対応していくかという

ところは課題にはなっております。 

一つ言えますのは、やはり、担任をはじめとした現場の教員と生徒たちの信頼関係をつ

くることによって、例えば、「グループラインでこんな話題が出ていたよ」というのを先生

に教えてくれるような生徒たちを多くすることなのかな、というふうなことは話し合って

おります。それ以外でも、もし、いい手立てがあったら、またご教授いただければありが

たいと思います。以上です。 

 

（藤枝会長） 

ありがとうございました。アドバイス等ありましたら、またどうぞよろしくお願いしま

す。その次は、では、セントヨゼフさん。 

 

（古市委員） 

 セントヨゼフです。いじめに関する大きな問題というのは起こってはいないんですけど

も、うちは女の子だけですので、やはり、携帯・スマホがすごく女の子は大好きで、その

辺のやりとりの、言葉のやりとりでちょっときつい言葉を言って、それがつらくてちょっ

と学校に行きにくくなったりすることがあります。そういうことがないように、学校の方

でも、「傷つくような言葉は簡単に書いてはいけないよ」というかたちで生徒指導部の方で

も注意していますし、外部の方、専門の方に来ていただいてお話をしていただく時間もつ

くっています。 

あと、年に２回、生活アンケートも、いじめのアンケートも行っていますし、今ちょう

ど、放課後に担任と生徒との面談の時間もつくって話しをして、そういう中で生徒が話し

やすいような時間をつくっています。 

あと、本校は生徒に１台ｉＰａｄを渡しまして、普段もそういう、直接先生に言いにく

い場合もあるので、ｉＰａｄを使ってやりとりをするとか、自分のことじゃなくても、「友



達が困っています」とか、そういう連絡もしたりしてもらっています。そういう中で、早

期にそういう困っている生徒を見つけるという対応ができるようにしております。以上で

す。 

 

（藤枝会長） 

ありがとうございました。 

ちょっとまた年齢が下がりますけれども、私立の幼稚園の、お願いします。 

 

（宮下委員） 

 津西幼稚園です。３歳児から５歳児ということで園児はまだ幼いですので、そこまでの

子どもたち同士のいじめとかという問題はありません。どちらかというと保護者の方から、

子どもたち同士の問題という意味では、「交友関係でここがちょっと心配です」という話は

保護者を通してはあるんですけれども、子どもたち同士は、本当にその、その場でぶつけ

合うことがほとんどですので、相手が泣いてしまったり、そこで相手の気持ちを知って自

分なりの言葉で謝罪をしたりということで、社会勉強の第一歩という感じで、まだまだそ

ういうところでは、大人を仲介しないと、なかなか、子どもたち同士で解決するのは年長

児の後半といったところで、保護者を通してとか、そういったところで担任とうまく連絡

を取りながら、解決という意味でさせていただいています。私もちょっと、今回が初めて

なので、いろいろと勉強させてください。お願いいたします。 

 

（藤枝会長） 

ありがとうございました。では、保育園の方はいかがでしょうか。 

 

（奥山委員） 

 公立保育園の方です。先ほど言われました、保育園で０歳から５～６歳までの子どもた

ちを見ておりまして、やはり、土台づくりというか、相手を思いやる気持ちが育めるよう

な保育を進めております。やはり、４歳、５歳、６歳になりましたら友達関係もだんだん

出てきますので、その中でお友達を傷つけるような言葉とかが出たときに、「相手がこんな

ことを言ったらどう思うかな」ということをやはり気づけるような、そういう子どもにな

ってほしいということで関わっております。 

今ちょっと気になることが、「乱暴な言葉づかいというのはどこから出てくるのかな」と

いうことで、やはり、家庭の保護者の方とかお兄ちゃん・お姉ちゃんとかから教わってそ

のまま保育園でも出るということで、「子どもだけじゃなくて家庭ぐるみでお話ししていか

なければいけないかな」ということで、多方面でいろいろなところから気をつけて声かけ

していっております。 

 



（藤枝会長） 

ありがとうございました。 

それでは、続きまして、その他といいますか、関係機関やその他の関係団体の方から、

今、学校とか園から出していただきましたいじめの問題で困っていることとか対応するう

えでの課題等に対して、それぞれのお立場からご意見やアドバイス等をいただければと思

います。 

 

（永瀬委員） 

 すみません。もう、言っていただいたとおりなので、ちょっと黙っていたんですけれど

も、私立の園の、こども園や保育園の会なんですけれども、正直、会議の中で園児のいじ

めの問題とかというのは議題に上がったりというのはないんですけれども、自園に置き換

えて、先ほども奥山先生とかが言われたように、大きくなってくるにつれて、やはり、自

分たちで解決する力、あとは、発言する力。やられてというか、言い方はちょっとあれな

んですけれども、嫌な思いをしてそこで言える力というのを、自主的に・主体的に、そう

いった力を、我々、保育園、幼稚園、こども園の年齢のときに力をつけていくことが必要

なんじゃないかな、ということで、そしてまた小学校、中学校というふうに進級していく

ように心がけて各園がやっていると思います。そういったところで、保護者同士のトラブ

ルとか、それに伴って子どもが、ということもあるんですけれども、私の園で言わせてい

ただくと、「そうやって嫌なことがあったときにはきちんと先生に言うように」とか「黙っ

ているんじゃなくて自分の思いをきちんと伝えるように」というふうにさせていただいて

おります。 

 

（藤枝会長） 

ありがとうございました。すみません。 

 

（永瀬委員） 

 いえ、とんでもないです。 

 

（藤枝会長） 

では、もう一回、その他の関係団体の方からアドバイスやご意見をいただきたいと思っ

ております。 

 

（敷地生徒指導・保健担当主幹） 

 失礼します。生徒指導・保健担当の敷地でございます。今、学校関係の方から、特にＳ

ＮＳのことが一番大きい話題かと思うんですけども、あと、前の方に黒板でちょっとまと

めさせていただきましたように、人間関係だとか、そういうふうな課題が浮き上がってき



ておりますので、ぜひ、関係機関の皆様におかれましては、このようなところでどのよう

な解決ができるかご助言をいただければと思いますので、その辺りを踏まえてご助言をお

願いいたします。よろしくお願いいたします。 

 

（藤枝会長） 

よろしくお願いいたします。それでは、津警察の方から。 

 

（南川委員） 

 すみません。ちょっと所用で遅れて来ました。ご迷惑をかけました。 

 

（藤枝会長） 

では、自己紹介も。全員していただいたので。 

 

（南川委員） 

 津警察署で生活安全課長をさせていただいている南川です。よろしくお願いします。当

署で、相談で、いじめに関しての相談は今のところ受けておりません。ただ、これはもう

全国警察をあげての話ですが、いわゆる人身安全対策ということで、ＤＶ、ストーカーを

はじめ、行方不明事案。いわゆる生命・身体に危険性のある事件・事案については即対応

するということで、私も県警本部の人身安全対策課で勤務をしていて、その中でやはり、

中学生や小学生の行方不明事案については非常にナーバスに考えて対応をしております。 

昨日もある中学校の生徒さんが、深夜、母親が寝静まってから家出をしたということで、

三重県下の警察署、全県をあげて捜しました。最終的に、ある警察署管内で歩いていると

ころを見つけて、無事に保護をして、保護者の方に引き渡したと。県をまたいでも捜しに

行きます。昨日も県境で発見をしていますが、隣の県まで波及をして、その隣の県警の警

察署も一緒に捜していただいていたと。 

そういうことがあると、その家出をした子から、ある程度、事情聴取をします。家出を

した理由は何かということで。先ほどから挙がっている、やはりＳＮＳで、いわゆる友人

関係が構築できていない。それで、自分が返したことに対して相手の対応がすぐに返って

こなかったとか、そこで言われたことが厳しかったということで家出をするという子が何

人かおりました。あと、やはり、学校の先生の話にも、子ども心に傷ついたということも、

話が時折出ております。 

ですから、これはもう、子どもさんだけではないと思うんです。我々の組織もそうなん

ですけど、我々も５０代の人間と、やはり、まだ２０代、３０代の若手は、ちょっと若干

違うんですね。コミュニケーション能力が若干、こういうのがある。そこを先ほどの、ひ

とつの言葉の捉え方によって傷ついてしまう。我々だったら逆に「そんなもの」と言って

跳ね返すぐらいの気持ちなのに、言われた子どもさんはガクッとくるのと一緒で、我々の



２０代、３０代の若手警察官もそんな状況です。 

今、いろいろなやり方はあるとは思うんですけど、まず、心を強くするように何とか指

導できないのかなと。当課でも、やはりハラスメントのことが今、問題になっていますの

で、ハラスメントもいじめも一緒なのかなと。言われた側の気持ち・言った側の気持ちと

いうことも考えながら、日常を、心を強く、言われたことに対して敏感に反応するのも大

事なんですけど、やはり聞き流すという能力もつけさせないとまずいのかなという。ただ、

これが今、中学校の生徒さんや小学校の児童さんに１００パーセントいけるかというと、

そこは各現場でやられている先生方に取捨選択をしていただかないといけない部分がある

と思うんですけど。 

ただ、やはり、今問題なのはＳＮＳ。行方不明の原因になっているのも多々あります。

聴きに入ると、学校の先生は、やはり現場は忙しいもので情報力がない。周りの子どもさ

んに聴いていくと、チラチラと出てくると。昨日も周りの子どもさんから、「あっちの方向

に行っている」ということ、うちも所用の捜査をしたら、やはり子どもさんの情報の方向

へ行っていたと。 

そうするとやはり、さっきも先生方が言われていたように、コミュニケーションをしっ

かりしていただくのが、情報収集をするあれなのかなと。未然に防止していける被害を、

拡大というより小さく収めていけるのかな、というようなのは現場では思うことです。 

 

（藤枝会長） 

ありがとうございました。では、津南警察の方から。 

 

（臼井委員） 

 津南警察では久居地区と旧一志郡の方を管轄しておりまして、当署の方でもいじめ等に

関しての相談等については把握しておりません。ちょうど南川の方からも説明がありまし

たように、行方不明とかそういったものも非常に対応をしておりまして、この、ＳＮＳを

使っていることが、また一つの発見のポイントにもなってきているというのがあります。

友達とかには言えなくても、このＳＮＳで、今どこにいるとか、そういった匂わすような

書き込みとかもしておりますので、そういったものに対して、警察としてもあらゆる情報

を元にして捜すような取組等もしておりますので、やはり、「使い方をきちんと子どものこ

ろから学んでいただくというのがこれから重要になってくるのではないかな」というのが

一つの考え方としてありまして、県警全体として、小中学生等の低学年に対する非行防止

教室とか、その年代に合った活動もしておりますので、またそういった点もご活用いただ

いて、依頼等をしていただければ、警察としてのアプローチとかそういったこともできる

かと思いますので、こういう会議の場でもありますし、連携した対応をしていきたいと考

えておりますので、またよろしくお願いいたします。 

 



（藤枝会長） 

ありがとうございました。では、法務局の方から何かございましたら。 

 

（前野委員） 

 法務局では人権相談全般を受けているんですけれども、その中で、いじめを認知するこ

とがある機会というのが、「子ども人権１１０番」という電話相談を設けています。それか

ら、小中学校にご協力いただいているんですけれども、ミニレター。全小中学生に返信料

は法務局持ちの手紙を配りまして、何かあったら相談してねと。その津の窓口があると思

いますが、子どもの人権相談に電話が子どもからあることはほぼないです。 

自分が４月からこちらに参りまして、１件あっただけ。一方で、ＳＯＳミニレターにつ

いては、今年１月からの集計で１１４件のお手紙が返ってきました。毎年百数十件あるん

ですけれども、例年は９月～１０月ぐらいに配っているんですが、今年は夏休み前に配っ

て夏休み明けの不安定な子どもに対しても相談を聞こうということで、夏休み前に配った

んですが、それがよかったのか悪かったのか、深刻な夏休み明けの問題は返ってきません

でしたが、相談件数というのは減ったように思います。 

その中で、子どもたちにチェックしてもらっているんですね。「どういった悩み？」とい

うのでチェックしてもらっているんですが、「いじめ」にチェックしてくれているのは、１

１４件のうち３３件です。ただ、先ほどの冒頭にも「いじめについての考え方・捉え方が

違っているんだ」というお話がございましたけれども、私どもの方が中身を読んで「これ

はいじめだな」と思っているのは、実はほとんど。中身はほとんど「いじめかな」と思っ

ているんですが、本人がいじめと思っているのは３３件。「その他」という欄をつくってい

ますので、そこに８０件のチェックがされています。子どもたちは、いじめじゃなくて単

なる悩み、「困ったな」というぐらいに考えているようです。 

法務局の解決方法としては、最初と最後だけを言ってしまえば、「来たら先生に相談して

ね」という回答になるんです。ただ、これは、無責任にそこだけやっているわけではなく

て、その返信をお願いしているのが人権擁護委員さん。そちらにもお越しいただいている

松本先生のような、ボランティアでやっていただいておりますので、多くはどちらかを退

職されているような方が多いんですが、その人生経験に基づいて、「そういった相談をして

くれてえらいね」というのをまずほめて、自分の人生経験を伝えて、「こういった解決もあ

るんだけれども、いろいろな考え方があるから先生に相談してね」という回答をしていま

す。 

それから、そこで悩みを聞いてあげて、芯をついた回答になっているかどうかというの

はあるんですが、一つの提案をしてあげることで、ある程度、解決方法に向かっているの

かな、ということを考えています。 

なかなか、手紙を書くということが実際に減ってきているのかもしれません。中学生は

実はほぼ返ってきてないんですね。また、ＳＮＳ流行りということですので、「インターネ



ットを使った相談というのもちょっと試行的にやろうかな」ということでは考えています

が、三重県でもラインによる相談を始めているようなんですけれども、なかなか難しいと

いうことを聞いています。ずっと延々と続いてしまったりとか、時間外、やはり私どもが

働く時間と子どもが学校で活動している時間というのはかぶるので、そのときは難しいと

いうことですね。いろいろと難しさはあるようなんですけれども、そういったチャンネル

も使って、受ける方としてまた努めていきたいというふうに考えています。 

 

（藤枝会長） 

ありがとうございました。 

今の、先ほどもちょっと触れられましたけど、人権擁護の方からお願いします。 

 

（松本委員） 

先ほど人権擁護課長さんから包括的にお話ししていただきましたけども、私も人権擁護

委員をしておりまして、子どもの人権ホットラインも、そう多くはないですけどもお受け

しています。 

それで、やはり子どもさんから直接の電話は来ておりません。私もお受けしたのはこれ

まで数度しかございません。ほとんどは保護者、それと昔の子ども。大人ですね。それで、

もっと大人の人というのは、やはり、かなり心に傷を持っておられると。特に家庭ですね。

兄弟での待遇というんですかね、えこひいき、どうのこうの。そうしたことで何度も何度

も電話してくる人はおります。それで、電話を聞いておりますと、やはり、子どものとき

の傷というんですかね、家庭内での不当な扱いなり、いじめもそうなんでしょうけど、聞

いていますが、やはり、子どもさんをもっとみんなで大切にするということが社会全体に

広がってほしいな、というふうに思っています。 

 それと、携帯・スマホの問題ですけれども、一昨年から中学校で、法務局とＮＴＴドコ

モさんが共同で「スマホ・ケータイ安全教室」といったものをやっております。それで、

今年は実施しておりませんけれども、来年度は津市内の中学校のどこかで一度開催をさせ

ていただきたいな、といったふうに考えております。また、中学校の先生にはよろしくお

願いをしたいと思います。 

 

（藤枝会長） 

 ありがとうございました。お願いします。 

では、次は津市のＰＴＡの連合会からお願いします。 

 

（石川委員） 

 私、ＰＴＡの代表ということで来ていますので、保護者の代表、親の代表というかたち

でここへ入ってしまっているので、どちらかというと、皆様からいろいろアドバイスをい



ただきたいという立場でございますので、いろいろ勉強をさせていただきます。 

 その中で、今ちょっとお話を聞いていて、先生たちが言っていた中で、幼稚園のときか

ら言葉遣いが悪いとか、当事者同士でも言葉の中で本人同士がいじめだと思っていないと

いうような部分もあるとかというのを言っていたんですけど、まさにそうじゃないかな、

というふうに思っています。 

 僕の子どもは小学校５年生の男の子と中１、中３の女の子で３人いるんですけども、小

学校の子どもたちの言葉遣いが本当に悪い。うちの子どももすごく悪いんですけど、本当

に悪いと思います。平気で「死ね」とか「殺すぞ」とかという言葉が、もう日常的に、会

話の中で、多分、僕らがよくしゃべっている中で、「アホちゃうか」というようなぐらいの

感覚で子どもたちは、何かの中で話をしている中で「死ね」とか「殺すぞ」とかというこ

とを平気で使っているみたいなんです。 

 うちの子どもも仲のいい友達と遊んでいて結構そういうことを言われているというのを、

よその子どもの親から聞いて、「結構そういうことを言われてたよ」みたいなことを、「死

ね」とか「殺すぞ」とか言われていたよ、というのを違う子どもの親から聞いて、それを

子どもに問いただしたら、やはり日常的に結構そういうことを言われていると。でも、そ

の言われている子はすごく仲がいいんです。なので、そのことを親に言って、その子ども

の親にも言ってお話しをさせてもらっても、その子どもはうちの子どものことが大好きだ

と、仲がいい子だと言って、友達だと言っているんですけども、そういう言葉が日常的に

出ていると。 

 うちの子どもに聞いても、「いつものことだから、そんなのはもう、言われても別に我慢

しておけばいいだろう」みたいなかたちで言っていて、いやいや、それは違うぞと。そん

な平気で「死ね」や「殺すぞ」なんていう言葉を日常的に使っているということはどうい

うことだと。人の命ってすごく大切なことだし、僕らはすごく自分の子どもが大切、ほか

の子どもたちも同じようにみんな大切なんだから、ということを説いていろいろと話をし

ていても、実際にうちの子どもがうちのお姉ちゃんとけんかすると、やはり、お姉ちゃん

に「死ね」と言うんですよ。 

 なので、うまく、そういうふうに「軽々しく出す言葉じゃないよ」ということをいろい

ろ説明はしているんですけども、なかなか、そういうふうに日常的に子どもたちが、「みん

ながそういうふうに使っていると同じように使ってしまう」みたいな話になっているみた

いで、やはりそこは、「小さいときからいろいろ、親としての責任として教えていかなけれ

ばいけなかったんだな」というのをすごく反省しているところもありますし、今の現状を

やはり一番、そういう僕たち親としても反省するところはたくさんあると思うんですけど

も、あと、やはり、ゲームとかＹｏｕＴｕｂｅとか、そういうところで必然的にそういう

言葉も出てくる。 

 例えば、もう、ゲームなんて、今、子どもたちが一番流行っているのは、殺し合いをす

る、バトルをするゲームというのが一番流行っているみたいで、その中でも、平気で人を



殺すということが、バトルというか、やり合いをするので、鉄砲で撃ち合ったりするので、

そういう中でそういう言葉がはびこってくるんじゃないかな、というふうに思っていて、

やはりそれを何とか子どもたちにわからせるような啓発をしていかないといけないな、と

いうふうに日ごろ思っています。 

ＰＴＡとしても、いろいろそういうふうなかたちで、親に対しての研修としてもいろい

ろ行っていて、やっているんですが、なかなかそれを子どもたちにうまく親が伝えられな

いというところもまたもどかしいところで、自分たちとしては、これからもそういう面で

は親の啓発というのはやはりどんどんしていかないといけないな、というふうに思ってい

ます。以上です。 

 

（藤枝会長） 

ありがとうございました。 

今のお話を受けて、スクールカウンセラーのお立場からちょっと。 

 

（廣岡副会長） 

いくつかちょっとお話しさせていただきたいと思います。 

最近のいじめの特徴としては、「見えにくい」とかなんですけれど、「一対一よりも複数

が一人をいじめる」ということが多いと言われております。 

複数の子どもたちが集まると一対一のときよりも大胆になりやすいですよね。あっとい

う間にエスカレートしやすいということなので、やはり早めに、「からかい、ふざけの段階

で早めに気がついて止めるというのが一番なのかな」とは思いますが、そうはいかない場

合もある。 

いじめが発覚するのは、やはりアンケート。あるいは、第三者からの通報ですね。連絡

が一番多いということです。具体例を言いますと、今年、私が出会ったことなんですが、

ある子どもが、いじめとは全然関係ない場合で、教室で授業の中で何かメモ程度の意見を

書く場合に、「誰々さんはいじめられているけど、僕はあの子が好きです」と書いてあって、

「どういうこと？」とやったら、結局、学童でいじめがあって、学童ですから学年がいろ

いろで、高学年たちがその学年の低い子どもを、ずっと長期間、「何々菌」「何々エキス」

とか、子どもたちは使いがちなんですが、そんなふうに言い続けているということが発覚

しまして、学校はすぐに関係する子どもたちに説諭をしたりして指導した、という話もあ

ったりします。 

やはり本人は言い出しにくいです。被害者本人は。「先生に言って仕返しされたらどうし

よう」とか「大事にされたら困る」とか「本当に先生は助けてくれるだろうか」とか「親

に行っても、親を悲しませたくない。家ではゆっくりしたい」みたいなところで、言い出

しにくいというところがあります。 

ですので、やはり第三者がきちんと知らせてくれるような状況をつくる必要があると思



います。それはやはり、学校教育が大事かなと。人権尊重ということですよね。いじめる・

いじめられる、だけれど、いじめる方は、面白半分、楽しさ半分、ストレス発散でやるん

ですが、自分がされる立場だったら、ということで、「自分事、自分がされる立場だったら」

という視点で授業で取り上げるなどして人権ということを基本に考えていく必要があるの

かなと思います。 

それから、いじめは四層構造と言われております。同心円が４つありまして、一番真ん

中が被害者、その周りを加害者がいるんですが、その周りを観衆。観客ですね。面白がっ

て煽る子どもたち。一番外が傍観者。見て見ぬふりをする。でも、被害者にとって、見て

見ぬふりをする傍観者がいることがとてもつらい。傍観者の中に友達と思っていた子ども

が、何もしてくれない。滋賀県の大津市のいじめ事件はその傍観者の中に先生が複数いた

から大問題になったわけですけれど、「見て見ぬふりをしている傍観者だって、あなた、そ

れは加害者なんだよ」ということを教室でしっかりと教育してもらえるといいかなと思い

ます。授業で、「傍観者は、見て見ぬふりをして何もしないのは、それは加害者」と。傍観

者がやはり、先生なり保護者なりに知らせることができる。そうするといじめの解消に向

かえるのかな、というふうに思います。 

ＳＮＳの対応についても、やはり使い方の教育が本当に必要かなと思います。企業さん

とかも講習会とかを引き受けてくださるようですので、やはりそういう専門家に頼ってで

もどんどん教育をしていく必要があると思います。 

子どもたちは本当に、子どもと限らず若者もなんですが、短い文字で伝えようとする。

あるいはスタンプだけで伝えようとする。それはやはり、受け取り手にとってはいろいろ

な受け取り方をする。誤解をされやすいということです。 

例えば、本当に単純な話、何か物事があって、このこと「面白くない？」と、「面白くな

い」と書くんだけど、読む方は「面白くない」ですよね。 

あるいは、グループラインで、「今度どこかへ行こうか」で、「行く行く、みんな行く」

と。「何で行く？」と、交通手段で「バスで行く」とか「自転車で行く」と言っていた途中

で誰か入ってきて、「あっ、みんなどうしたの、どこかへ行くんだ。じゃあ僕も行く」と言

ったら、その子が「何で行くの？」と聞かれた。「何で行くの？」。えっ、僕は行ったらい

けないの、と。もう、そんな誤解がたくさんあると思いますので、やはり、「そういう誤解

があるんだよ」という具体的なところを教室で教育すべきなんだろうな、と思います。 

それから最後、加害者。教育現場ではいじめ加害者の方のフォローもしなくてはいけな

くて、加害者はなぜいじめをするか。生活に満足していればいじめは起こりませんが、そ

の子が不安を持っていたり不満を持っていたりする。例えば、勉強ができない、友達つき

合いがうまくいかない、家庭が何かうまくいっていない。そういう、加害者の方の不安や

不満に、先生方、学校が寄り添っていただいて、その子の力になる・支えていくというこ

とで、いじめの発生を減らすことができます。 

その中の一つとして、先ほどから出されている言葉遣いなども教育していく。今、学校



では、「ふわふわことば」、「ちくちくことば」。言われてうれしい言葉と言っちゃいけない

言葉・人を傷つける言葉をあえて勉強したりもしますけれど、そんなこと、人権教育とい

うことを中心に置いて子どもたちに説明していくと、いじめの発生も、ゼロにはならない

と思いますが、減らしていくことはできると思います。以上です。 

 

（藤枝会長） 

ありがとうございました。専門家のお立場からいろいろアドバイスしていただきました

が、教育委員会の方からも何かありますでしょうか。 

 

（田中委員） 

主催者側でもありますし委員でもありますので、ちょっと、お話しする内容というのが、

非常に、どういう立場でお話しすればいいかな、と今、思っていたところですけれども、

いろいろお話をお聞きしていて、まず、学校の方もまだまだ課題というのがたくさんある

と思います。その中の、例えば一つとして、先ほど教育支援課長の方から件数の報告の話

がありましたけれども、数が多い・少ないについてはいろいろな捉え方ができますし、「単

純に『多いから駄目』というようなことではない」というふうなことも先ほどのお話の中

にあったと思います。 

ただ、一つ気になるのは、先ほどのＳＮＳの非常に見えにくくなっている現状というお

話もありましたように、そういった中で、学校から挙がってくる報告で、いじめが年間で

ゼロという学校がまだ未だにわずかだけれどもあるんです。これは、我々も、もう一度、

再度学校の方に「これはどういう状況ですか」ということをお聞きをして、問い直してい

るんですけれども、まだやはり、学校としてその辺の捉え方がしっかり本当にできている

のかというところは、これは我々自身、もう一度見直さなければいけないところだな、と

いう課題だと捉えています。 

そして、その中でやはり一番難しいのは、先ほど保幼から高校の間までの発達段階の中

で、非常に、この、子どもの発達・成長段階に合わせた指導を行っていかなければいけな

い。やはり、幼児期の、あるいは低学年の子どもたちに対する指導と、つまり、善悪がま

だはっきりついていないような部分がある子どもたちに対する指導と、それから、ある程

度、自分のアイデンティティを持って判断を持っている子どもたちに対する指導というの

は、やはり、その段階に応じた指導というのが非常に必要と。そういったところでの、や

はり我々の、まだまだ課題というのは、あるというふうに感じています。 

 それから、今の中で、特に、「では、周りの方というのはどういうふうな支援をしていた

だけるのか」というところなんですけれども、まず、やはり保護者や地域の方というのは、

一番大事なのは、学校に関心を持っていただくことだと思います。先ほどの、その、いじ

めの捉え方の方もそうなんですが、「今、学校でどんなことが起こっているのか・どんな状

態なのか」ということを、やはり関心を持っていただく。まずこういう姿勢が一番大事な



のではないかな、というふうに思います。 

そして、関係機関の方とも、やはり、その連携という部分では、まずはやはり情報を広

くいただく。そういう体制づくり。「こんなことを耳にしたよ」、あるいは、「こんなふうな

話があったよ」というようなことを我々自身が聞く。学校の方にもそういう情報が入りや

すくする。あるいは、学校の中だけでは納まりきらない部分で相談をかけたいと思ってい

る方への、その相談相手としての対応をしていただけると。そういったところもこういっ

た連携の部分で一番大事な部分ではないかな、ということを感じています。 

いずれにしましても、我々自身、先ほどから、大津のいじめによる子どもの自殺の件で、

こういったいじめ対応というのがいろいろな検討が進んではきているんですが、取組が。

先ほど、やはり「学校教育の中で」というような言葉をいただきました。確かに、一番の

もとは、やはり、学校で行う、授業も含めて、学級活動の中での仲間づくり。これが一番

大事ではないかと思います。 

ただ、その大津のいじめ事件の件をきっかけにして、今年から道徳の教科化ということ

が始まっています。小学校では道徳が教科化になり、中学校でも教科化は始まっています。

こういうような動きの中で、やはり、「人権尊重であるとか善悪の判断である云々をいかに

子どもたちの中に教えていくか」ということも我々は有効に活用してやっていかなければ

いけない。というふうに考えています。以上です。 

 

（藤枝会長） 

ありがとうございました。多くの方からのご意見とかアドバイス等をいただきましたが、

もう少し、まだ何か言い足らないということがありましたら、自由にご発言いただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

なかなかこの、ＳＮＳは簡単に解決できる問題ではないと思うんですが、使い方によっ

ては非常に便利な道具ですし、それこそ悩みの相談もそれでできたりもしますけれども、

やはり表現ですよね。大学生もやはり、どうしても、ラインでやりとりしていて誤解して

しまったりとか、だから本当に、使い方というか、「もう少しきちんとした言葉で送ってほ

しいな」というのはありますね。本当に、タメ口というような感じで、大人に対してもそ

ういうふうな使い方をしますので、やはりある程度の言葉の使い方は、学校の中ででもい

いですし、ご家庭の中でもちょっと気をつけていただくことかな、というふうに思います

ね。 

それから、やはり、小学校、中学校、高校までは封鎖された空間ですので、どうしても

その中で何かいろいろなことが、あつれきがあったりして起こってしまうもので、やはり、

ちょっと風通しがいいように、横と横との連携ができるように。 

それから、そこの空間の中から逃げることもやはり必要なのかな、というふうに思いま

す。また、カウンセラーの方もいらっしゃるので、そういうこともどんどん、子どもたち

が相談できる大人の存在というのは心強いと思いますので、やはりこういうふうな連絡協



議会というのは必要かな、というふうに思っております。 

 あと、何かほかにご意見はございますでしょうか。 

 

（藤枝会長） 

では、そうしましたら、このＳＮＳを含めて、こういう問題というのはこれからもいろ

いろ話し合っていく必要があるかと思いますので、また何かご意見がありましたらご発言

をお願いします。 

  

 


